
給与から特別徴収（給与引き去り）
  （6月～翌年5月までの毎月）

事業主（給与支払者）は全ての従業員の給与から

個人住民税を引き去り（特別徴収）により納める義務があります。

特別徴収についてみなさまにもっとご理解いただけますよう、

このパンフレットを通じて説明していきます。


